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　　　はじめに

　環境省では、地球温暖化対策推進法施行令において毎年度定めることとされている排出係

数について検討するとともに、FCCC/SBSTA/2000/5,40(c)において、2001 年よりできる限り

適用することとされている「良好事例指針と不確実性管理」(グッドプラクティスガイダン

ス)に基づいて、算定方法等の評価・検討を行う必要があることから、平成 12 年度に引き続

き「温室効果ガス排出量算定方法検討会」と分野別に５つの分科会を設置するとともに、主

として分野横断的な課題を検討するインベントリ WG を新設し、平成 13 年 12 月 20 日より平

成 14 年７月 10 日まで検討を行った。

　なお、今回の検討では、温室効果ガス排出・吸収目録（インベントリ）についての検討を

優先し、今後制定予定の施行令及び排出係数の具体的な案の策定については、我が国の温室

効果ガス排出量の発表と条約事務局へのインベントリ提出後に行うこととした。

　本報告書は、この検討会の結果をとりまとめたものである。なお、我が国が条約事務局に

提出する温室効果ガス排出・吸収目録（インベントリ）、算定方法について定める地球温暖

化対策推進法施行令と排出係数は、この検討会の検討結果を基に関係各省と調整の上決定さ

れることとなる。

平成１４年８月
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第１章　排出量算定方法の評価・検討結果

１．評価・検討の全体像

　インベントリの CRF（Common Reporting Format：共通報告様式）に示されている各排出源

について、1996 年改訂 IPCC ガイドライン及びグッドプラクティスガイダンス（以下、GPG）

の内容を踏まえて、運輸部門の各排出源からの排出量について、その算定方法の評価・検討

を行った。

　具体的には、航空機の飛行に伴う N2O の排出について、1996 年改訂 IPCC ガイドラインの

デフォルト値を用いて排出係数を設定するとともに、排出量の算定方法を設定した。

　航空機の飛行に伴う CH4の排出について、グッドプラクティスガイダンスの指摘を踏まえ、

LTO サイクル（離発着時）と巡航時に区分して排出量を算定する方法に変更した。

　自動車（ガソリン／乗用車,軽乗用車,軽貨物車 及び ディーゼル／乗用車,バス,普通貨物

車,小型貨物車,特種用途車）の走行に伴う CH4の排出係数について、より自動車の走行実態

を反映できる統計データを用いて算出した数値に変更した。

　現在インベントリは、CRF に基づきデータの提出を行っているが、CRF への入力が求めら

れている全ての排出源について、排出量データまたは“IE”、“NE”、“NA”、“NO”の記

号（standard indicator）の記入が必要である。そこで、インベントリにおいて“NO”,“NE”,

“NA”等と報告している排出源について報告する記号の見直しを行った。
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２．新たに算定方法を設定した排出源

（１）航空機（ジェット機）の飛行に伴う排出（1.3.a）　N2O

①算定方法

　（ａ）算定の対象

　各算定基礎期間においてジェット燃料油を使用する国内線の航空機の飛行に伴って排出さ

れる一酸化二窒素（N2O）の量。

　（ｂ）算定方法

　国内線の航空機の飛行に伴う排出量を LTO サイクル（離発着時）と巡航時に分けて算定す

る。

　LTO サイクル（離発着時）の排出量は、国内線の航空機の離発着回数に、排出係数を乗じ

て算定する。

　巡航時の排出量は、国内線の航空機の飛行に伴い消費されたジェット燃料油の量（LTO サ

イクル（離発着時）の消費分は除く）に、排出係数を乗じて算定する。

　（ｃ）算定方法の課題

　IPCC ガイドラインにデフォルト値が記載されており排出量の算定が可能であるため、新た

に排出係数を設定した。
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②排出係数

　（ａ）定義

　国内線の航空機の離発着１サイクル（LTO サイクル）当たりの使用に伴って排出されるｋ

ｇで表した一酸化二窒素（N2O）の量。

　国内線の航空機におけるジェット燃料油１キロリットル当たりの使用に伴って排出される

ｋｇで表した一酸化二窒素（N2O）の量。

　（ｂ）設定方法

　グッドプラクティスガイダンスでは、国内で航空機からの排出ガスについての詳細な研究

が行われていない場合には、排出係数は世界共通とすべきとされていることから、1996 年改

訂 IPCC ガイドラインのデフォルト値を採用する。

　（ｃ）平成 12 年度の排出係数

　離発着時の平成 12 年度の一酸化二窒素の排出係数は、0.1ｋｇ/LTO（離発着回数）

　巡航時の平成 12 年度の一酸化二窒素の排出係数は、0.078ｋｇ/キロリットル（ジェット

燃料）

　※1996 年改訂 IPCC ガイドラインのデフォルト値　0.1ｇ/トン（ジェット燃料）

　　上記を下式により換算する（参考）

　　0.1ｇ/トン×ジェット燃料の比重 0.78

　（ｄ）平成２～11 年度（1990～99 年度）の排出係数

　平成２～11 年度（1990～99 年度）の排出係数は、平成 11 年度の数値と同じとする。

　（ｅ）出典

　1996 年改訂 IPCC ガイドライン

　（ｆ）排出係数の課題

　特になし。
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　（ｇ）今後の調査方針

　航空機の排出係数は、グッドプラクティスガイダンスにも示されているとおり、排出係数

は世界共通とすべきである。このため、将来、1996 年改訂 IPCC ガイドライン等が改訂され

数値が変更された場合には、設定した係数を見直す必要がある。

表１- 1　IPCC ガイドライン

（今回設定に用いた排出係数）

　　　出所）1996 年改訂 IPCC ガイドライン、Ｐ1.98

　　　　　（Revised 1996 IPCC Guide lines for National Green house Gas Inventories: Reference Manual）
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■備考

　条約事務局より航空機からの N2O の排出係数のデフォルト値を記載している旨（表 1－2）の指摘

があり、1996 年改訂 IPCC ガイドラインには航空機からの N2O の排出係数のデフォルト値（２kg／

TJ）が記載されていることが判明したが、今回、排出量の算定方法を変更するため、N2O の２kg／

TJ の排出係数は使用しない。

表１- 2　IPCC ガイドライン

（条約事務局より指摘のあった排出係数）

　　　出所）1996 年改訂 IPCC ガイドライン、Ｐ1.36

　　　　　（Revised 1996 IPCC Guide lines for National Green house Gas Inventories: Reference Manual）

(航空機)
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③航空機（ジェット機）の活動量

　（ａ）定義

　各算定基礎期間における国内線の航空機の離発着回数とジェット燃料消費量

　（ｂ）活動量の把握方法

　　１）国及び地方公共団体の「実行計画」における活動量の把握方法

　国及び地方公共団体においてジェット燃料油を燃料とした航空機を有している場合は、離

発着回数と燃料消費量を把握する必要がある。

　　２）わが国における温室効果ガスの総排出量の算出における活動量の把握方法

　　　ア）出典

資料名 平成 12 年　航空輸送統計年報

発行日 平成 13 年 10 月 30 日

記載されている

最新のデータ
平成 12 年度のデータ

対象データ

「第１表　総括表」（4 ページ）

「第７表　航空運送事業・航空機使用事業月別、油

種別、燃料消費量」（373 ページ）

　　　イ）設定方法

　そのまま利用。

　（ｃ）活動量の課題

　特になし。
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３．算定方法を見直した排出源

（１）航空機（ジェット機）の飛行に伴う排出（1.3.a）　CH4

①算定方法

　（ａ）算定の対象

　各算定基礎期間においてジェット燃料油を使用する国内線の航空機の飛行に伴って排出さ

れるメタン（CH4）の量。

　（ｂ）算定方法

　国内線の航空機の飛行に伴う排出量を LTO サイクル（離発着時）と巡航時に分けて算定す

る。

　LTO サイクル（離発着時）の排出量は、国内線の航空機の離発着回数に、排出係数を乗じ

て算定する。

　巡航時の排出量は、国内線の航空機の飛行に伴い消費されたジェット燃料油の量（LTO サ

イクル（離発着時）の消費分は除く）に、排出係数を乗じて算定する。

　（ｃ）変更理由

　グッドプラクティスガイダンスに示された decision tree に従うと、日本の場合には、ジ

ェット機については LTO サイクル部分（land and take off：離発着部分）と巡航部分に区

分して算定する方法（Tier 2a）を採用することが望ましい。このため、現在は LTO サイク

ル及び巡航を問わず燃料消費量×排出係数により排出量を算定しているが、LTO サイクル部

分と巡航部分に区分して排出量を算定する手法に変更する必要がある。

　そこで、温室効果ガスの排出量の算定方法を、LTO サイクル部分と巡航部分とに区分せず

に燃料消費量×排出係数で算定する方法から、LTO サイクル部分と巡航部分に区分して算定

する方法に変更する。

　日本での LTO サイクル（離発着回数、または、航行回数）は、(社)全日本航空事業連合会

「航空輸送統計年報」により把握されている。国内線における LTO サイクル（離発着回数、

または、航行回数）は、約 67 万回（平成 12 年度実績）である。LTO サイクルと巡航部分に

区分して排出量を算定（CH4と N2O の排出量の合計）すると、燃料消費量×排出係数により算
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定する場合に比べて高めの数値となる。

　（ｄ）算定方法の課題

　特になし。

図１- 1　LTO サイクル
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図１- 2　航空機による CH4と N2O の排出量の比較
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②排出係数

　（ａ）定義

　国内線の航空機の離発着１サイクル（LTO サイクル）当たりの使用に伴って排出されるｋ

ｇで表したメタン（CH4）の量。

　国内線の航空機におけるジェット燃料油１キロリットル当たりの使用に伴って排出される

ｋｇで表したメタン（CH4）の量。

　（ｂ）設定方法

　グッドプラクティスガイダンスでは、国内で航空機からの排出ガスについての詳細な研究

が行われていない場合には、排出係数は世界共通とすべきとされていることから、1996 年改

訂 IPCC ガイドラインのデフォルト値を採用する。

　（ｃ）平成 12 年度の排出係数

　離発着時の平成 12 年度のメタンの排出係数は、0.3ｋｇ/LTO（ジェット燃料）

　巡航時の平成 12 年度のメタンの排出係数は、0ｋｇ/キロリットル（ジェット燃料）

　既存の研究（Wiesen et al,1994）によれば、巡航時には CH4は排出されないと報告されて

いる。

　これまでは、航空機からのメタンの排出係数は、表１-4 を参照し、離発着時及び巡航時を

区分せずに 0.002ｇ/MJ を用いていたが、排出係数を変更する。

　（ｄ）平成２～11 年度（1990～99 年度）の排出係数

　平成２～11 年度（1990～99 年度）の排出係数は、平成 11 年度の数値と同じとする。

　（ｅ）出典

　1996 年改訂 IPCC ガイドライン

　（ｆ）排出係数の課題

　特になし。



10

　（ｇ）今後の調査方針

　航空機の排出係数は、グッドプラクティスガイダンスにも示されているとおり、排出係数

は世界共通とすべきである。このため、将来、1996 年改訂 IPCC ガイドライン等が改訂され

数値が変更された場合には、設定した係数を見直す必要がある。

表１- 3　IPCC ガイドライン

（今回設定に用いた排出係数）

　　　出所）1996 年改訂 IPCC ガイドライン、Ｐ1.98

　　　　　（Revised 1996 IPCC Guide lines for National Green house Gas Inventories: Reference Manual）
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表１- 4　IPCC ガイドライン

（従来用いていた排出係数）

　　　出所）1996 年改訂 IPCC ガイドライン、Ｐ1.89

　　　　　（Revised 1996 IPCC Guide lines for National Green house Gas Inventories: Reference Manual）

(航空機)
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③航空機（ジェット機）の活動量

　（ａ）定義

　各算定基礎期間における国内線の航空機の離発着回数とジェット燃料消費量

　（ｂ）活動量の把握方法

　　１）国及び地方公共団体の「実行計画」における活動量の把握方法

　国及び地方公共団体においてジェット燃料油を燃料とした航空機を有している場合は、離

発着回数と燃料消費量を把握する必要がある。

　　２）わが国における温室効果ガスの総排出量の算出における活動量の把握方法

　　　ア）出典

資料名 平成 12 年　航空輸送統計年報

発行日 平成 13 年 10 月 30 日

記載されている

最新のデータ
平成 12 年度のデータ

対象データ

「第１表　総括表」（4 ページ）

「第７表　航空運送事業・航空機使用事業月別、油

種別、燃料消費量」（373 ページ）

　　　イ）設定方法

　そのまま利用。

　（ｃ）活動量の課題

　特になし。
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４．排出係数を変更した排出源

（１）ガソリン/乗用車,軽乗用車,軽貨物車 及び ディーゼル/乗用車,バス,普通貨物車,小型貨物

車,特種用途車の走行による排出（1.3.b）　CH4

　①算定方法

　変更なし。

　②排出係数の設定方法

　（ａ）定義

　変更なし。

　（ｂ）設定方法

　排出係数の設定にあたって用いていた道路交通センサスで新たな区分で集計が行われ、よ

り自動車の走行実態を反映させた排出係数の算出ロジックとすることが可能となった。そこ

で、混雑時旅行速度別の走行量割合（実数が集計・公表されている。従前は推計していた。）

の数値を見直し、排出係数を設定する。

　（ｃ）平成 12 年度の排出係数

　平成 12 年度のメタンの排出係数は、下記とする。

ガソリン　／乗用車　　　0.011×10-3  kg/km

　　　　　　軽乗用車　　0.011×10-3  kg/km

　　　　　　軽貨物車　　0.011×10-3  kg/km

ディーゼル／乗用車　　　0.0020×10-3  kg/km

　　　　　　バス　　　　0.0081×10-3  kg/km

　　　　　　普通貨物車　0.015×10-3  kg/km

　　　　　　小型貨物車　0.017×10-3  kg/km

　　　　　　特種用途車　0.013×10-3  kg/km
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　（ｄ）平成２～12 年度（1990～2000 年度）の排出係数

（単位：ｇ／km） 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

年度

ガソリン車 Ｇ軽乗用 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

Ｇ乗用 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

Ｇ軽貨物 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

ディーゼル車 Ｄ乗用 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020

Ｄ小型貨物 0.0088 0.0090 0.0091 0.0092 0.0092 0.0091 0.0089 0.0087 0.0084 0.0082 0.0081

Ｄ普通貨物 0.017 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.015 0.015

Ｄバス 0.019 0.019 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.017 0.017

Ｄ特種用途 0.017 0.017 0.016 0.016 0.015 0.015 0.015 0.014 0.014 0.013 0.013

　（ｅ）出典

　・走行速度区分別の走行量割合について

資料名
平成 11 年度　道路交通センサス（全国道路交通情勢調査）

一般交通量調査　基本集計表

発行日 平成 13 年３月（３年おきに刊行予定）

記載されている最

新のデータ
平成 11 年度のデータ

対象データ
「道路種別別沿道状況別舗装未舗装別混雑時旅行速度延

長表」

　（ｆ）排出係数の課題

　変更なし。

　③活動量の設定方法

　変更なし。
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５．“NO”、“NE”、“NA” 等の記号の見直し

　現在、インベントリは、CRF（Common Reporting Format：共通報告様式）に基づきデータ

の提出を行っているが、CRF への入力が求められている全ての排出源について、排出量デー

タまたは“NO”、“NE”、“NA”等の記号（standard indicator）の記入が必要である。

　しかし、現状では詳細な検討を経ずに、これらの記号を記入している排出源があり、その

根拠が必ずしも明確ではなかった。そこで、これまで、インベントリにおいて“NO”、“NE”、

“NA”等と報告している排出源について報告する記号の見直しを行った。

　なお、今回の見直しでは、インベントリでの排出量の記載単位は二酸化炭素換算で千ｔCO2

であることから、各排出源別の排出量が、二酸化炭素換算で 500ｔCO2未満（四捨五入すると

０千ｔCO2）となることが確認できる場合は“０” （ゼロ）と記載することした（総括報告

書参照）。

（１）航空機（1.3.a）航空ガソリン CO2

　航空機の使用燃料には、ジェット燃料に加えて小型機、ヘリコプター等で使用する航空ガ

ソリンがある。

　航空ガソリンの使用に伴う CO2の排出量は、これまでのインベントリでは、“NO”として

報告していた。航空ガソリンの使用に伴う CO2の排出は、他の区分で計上されているため、

“IE”として報告する。

　　■要検討課題

　航空ガソリンの使用に伴う CO2の排出に関しては、日本の総排出量に加味されていること

を確認する必要がある。
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（２）航空機（1.3.a）航空ガソリン CH4, N2O

　航空機の使用燃料には、ジェット燃料に加えて小型機、ヘリコプター等で使用する航空ガ

ソリンがある。航空ガソリンの使用に伴う CH4, N2O の排出量は、これまでのインベントリで

は“NO”として報告していた。

　航空ガソリンの使用に伴う温室効果ガスの排出係数は、1996 年改訂 IPCC ガイドラインに

記載されている。　この排出係数を用いて航空ガソリンの使用による CH4及び N2O の排出量

を算定した結果、排出量は微少（CO2換算で千ｔCO2未満）であるため、“０”（ゼロ）とし

て報告する。

表１- 5　航空ガソリンの排出係数

　　　出所）1996 年改訂 IPCC ガイドライン、Ｐ1.81

　　　　　（Revised 1996 IPCC Guide lines for National Green house Gas Inventories: Reference Manual）



表１- 6　航空ガソリンからの排出量

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
年度

燃料消費量 航空ガソリン (千ｷﾛﾘｯﾄﾙ) 4.89 4.79 5.49 5.21 4.99 4.89 4.81 8.90 4.46 3.54 4.03

排出量 CO2 (千ｔCO2) 11.27 11.03 12.67 12.02 11.50 11.27 11.09 20.51 10.28 8.17 9.28
CH4 (千ｔCH4) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
N2O (千ｔN2O) 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001

※二酸化炭素換算 CO2 (千ｔCO2) 11.27 11.03 12.67 12.02 11.50 11.27 11.09 20.51 10.28 8.17 9.28
CH4 (千ｔCO2換算) 0.21 0.20 0.23 0.22 0.21 0.21 0.20 0.38 0.19 0.15 0.17
N2O (千ｔCO2換算) 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.08 0.04 0.03 0.04

計 11.52 11.28 12.95 12.28 11.75 11.52 11.34 20.97 10.51 8.35 9.49

（CH4、N2O） (0.25) (0.25) (0.28) (0.27) (0.26) (0.25) (0.25) (0.46) (0.23) (0.18) (0.21)
注）１．航空ガソリンの燃料消費量は、下記による。

(社)全日本航空事業連合会「航空輸送統計年報」
（第７表　航空運送事業・航空機使用事業月別,油種別,燃料消費量、国土交通省総合政策局編）

　　２．排出係数は、下記とする。
排出係数 発熱量 排出係数 出所

CO2 68.80 ｇCO2／MJ 33.51 MJ／ﾘｯﾄﾙ 2,305 ｇCO2/ﾘｯﾄﾙ ガソリンの排出係数とする
CH4 0.06 ｇCH4／MJ 2.011 ｇCO2/ﾘｯﾄﾙ 96年ＩＰＣＣガイドライン
N2O 0.0009 ｇN2O／MJ 0.030 ｇCO2/ﾘｯﾄﾙ 96年ＩＰＣＣガイドライン

　　　　CO2の排出係数は、環境庁 温室効果ガス排出量算定方法検討会「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果 第２部」、平成12年9月による

　　３．地球温暖化係数は、下記とする
CO2 1
CH4 21
N2O 310

1
7
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（３）航空機（1.3.a）ジェット燃料 N2O

　航空機でのジェット燃料の使用に伴う N2O の排出量は、これまでのインベントリでは、“NE”

として報告していた。

　1996 年改訂 IPCC ガイドラインのデフォルト値の利用が可能であるため、ジェット燃料の

使用に伴う N2O の排出量を計上する。

（４）自動車（1.3.b）天然ガス CO2

　天然ガス自動車（CNG 自動車）の使用に伴う CO2の排出量は、これまでのインベントリで

は、“NO”として報告していた。

　天然ガス自動車（CNG 自動車）の使用に伴う CO2の排出は、他の区分で計上されているた

め、“IE”として報告する。

　　■要検討課題

　天然ガス自動車（ＣＮＧ車）の使用に伴う CO2の排出に関しては、日本の総排出量に加味

されていることを確認する必要がある。

（５）自動車（1.3.b）天然ガス CH4, N2O

　現在、日本を含め世界各国で利用されている天然ガス自動車のほとんどは、圧縮天然ガス

自動車（CNG 自動車）である。液化天然ガス自動車（LNG 自動車）については、日本でも 1996

年度から実用化に向けた開発が始まっている。

　今までは“NO”として報告していた。天然ガス自動車（CNG 自動車等）の保有台数は 12,000

台弱の水準（自動車保有台数 7193 万台(2001 年 3 月末)の 0.02％）であるとともに、排出係

数も未設定であるため、“NE”として報告する。
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　■要検討課題

　なお、平成 10 年度の国の長期エネルギー需要見通しでは、2010 年に天然ガス自動車 100

万台の普及を見込んでおり、今後、活動量は増加する方向にある。天然ガス自動車からの排

出量が CO2換算で千ｔCO2を上回っている可能性も考えられるため、今後、排出係数の設定、

及び、排出量の算定方法を検討する必要がある。

図１- 3　天然ガス車の種類

出所）(社)日本ガス協会資料（http://www.gas.or.jp/ngvj/text/ngv_type.html）による

表１- 7　天然ガス自動車の保有台数

（単位：台） 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
車種 年度
軽自動車 2 7 19 38 84 309 736 1,118 1,734 2,586
乗用車 2 5 5 8 12 12 10 25 48 231 476 630 849
小型貨物（バン） 13 39 103 195 318 566 836 1,182 1,475 1,746 2,126 2,500
トラック 2 3 3 3 3 14 42 81 123 303 788 1,308 2,406 4,488
バス 1 3 13 39 86 153 239 332 410 529
塵芥車 2 8 13 21 46 83 151 237 456 872
計 2 5 21 47 119 239 417 755 1,200 2,078 3,620 5,217 7,762 11,824

※参考
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

車種 年度
フォークリフト等 2 4 4 4 4 11 15 20 35 49 188
注）１．各年３月時点の数値（年度期首の数値）
出所）(社)日本ガス協会資料による
　　　（http://www.gas.or.jp/ngvj/5000_data.html）
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（６）自動車（1.3.b）バイオマス CH4, N2O

　バイオマスを燃料とする自動車の使用に伴う CH4，N2O の排出量は、これまでのインベント

リでは、“NO”として報告していた。国内ではバイオマス起源のエタノール自動車は走行し

ていないため、“NO”として報告する。

（７）自動車（1.3.b）その他 CH4, N2O

　自動車でのその他区分では、これまでのインベントリでは、LPG を燃料とする自動車の使

用による CO2，CH4，N2O の排出量を計上してきている。

　その他の燃料として、メタノール自動車が走行している。メタノール自動車の使用に伴う

温室効果ガスの排出係数は、1996 年改訂 IPCC ガイドラインに記載されている。メタノール

自動車の保有台数は全国で 222 台（平成 12 年 3 月末時点、(財)運輸低公害車普及機構によ

る）と活動量は微少であるため、新たな排出源としては扱わないこととする。

表１- 8　メタノール自動車からの排出係数

（1996 年改訂 IPCC ガイドライン）

　　　　　　　　出所）1996 年改訂 IPCC ガイドライン、Ｐ1.88

　　　　　　　　　（Revised 1996 IPCC Guide lines for National Green house Gas Inventories: Reference Manual）
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（８）鉄道・蒸気機関車（1.3.c） CO2

　鉄道（蒸気機関車）での石炭の使用に伴う CO2の排出量は、これまでのインベントリでは、

“NO”として報告していた。石炭の使用に伴う CO2の排出は、他の区分で計上されているた

め、“IE”として報告する。

　　■要検討課題

　鉄道（蒸気機関車）での石炭の使用に伴う CO2の排出に関しては、日本の総排出量に加味

されていることを確認する必要がある。

（９）鉄道・蒸気機関車（1.3.c） CH4, N2O

　鉄道（蒸気機関車）での石炭の使用に伴う CH4, N2O の排出量は、これまでのインベントリ

では、“NO”として報告していた。

　蒸気機関車での石炭の使用に伴う温室効果ガスの排出係数は、1996 年改訂 IPCC ガイドラ

インに記載されている。日本全国の観光地等で蒸気機関車が運転されている。　この排出係

数を用いて蒸気機関車での石炭の使用による CH4及び N2O の排出量を算定した結果、排出量

は微少（CO2換算で千ｔCO2未満）であるため、“０”（ゼロ）として報告する。
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表１- 9　蒸気機関車の排出係数

　　　　　　出所）1996 年改訂 IPCC ガイドライン、Ｐ1.81

　　　　　　　　（Revised 1996 IPCC Guide lines for National Green house Gas Inventories: Reference Manual）



表１- 10　鉄道（蒸気機関車）からの排出量

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
年度

燃料消費量 石炭 (千トン) 10.5 8.5 10.8 12.7 18.0 11.7 10.6 11.4 11.8 15.0

排出量 CO2 (千ｔCO2) 25.6 20.7 26.3 31.2 43.9 28.6 25.9 27.8 28.9 36.8
CH4 (千ｔCH4) 0.002 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
N2O (千ｔN2O) 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

※二酸化炭素換算 CO2 (千ｔCO2) 25.63 20.68 26.31 31.17 43.94 28.55 25.94 27.78 28.94 36.77
CH4 (千ｔCO2換算) 0.04 0.03 0.04 0.04 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
N2O (千ｔCO2換算) 0.18 0.14 0.18 0.21 0.30 0.20 0.18 0.19 0.20 0.25

計 25.84 20.85 26.52 31.42 44.30 28.79 26.16 28.01 29.18 37.07

（CH4、N2O） (0.21) (0.17) (0.22) (0.26) (0.36) (0.24) (0.22) (0.23) (0.24) (0.30)
注）１．蒸気機関車での燃料消費量は、下記による。

国土交通省鉄道局「鉄道統計年報」
（5.資材　(17)運転用電力、燃料及び油脂消費額表）

　　　　その他の燃料を蒸気機関車による石炭の消費量と見込む。
　　　　上記数値は、金額ベースであるため石炭価格を用いて消費量を推計する。
　　　　（無煙炭、輸入炭、通関統計による平均価格、資源エネルギー庁「コール・ノート　2001年版」による）

　　２．排出係数は、下記とする。
排出係数 発熱量 排出係数 出所

CO2 89.95 ｇCO2／MJ 27.20 MJ／kg 2,447 ｇCO2／kg 石炭（無煙炭）の排出係数
CH4 0.006 ｇCH4／MJ 0.163 ｇCO2／kg 96年ＩＰＣＣガイドライン
N2O 0.002 ｇN2O／MJ 0.054 ｇCO2／kg 96年ＩＰＣＣガイドライン

　　　　CO2の排出係数は、環境庁 温室効果ガス排出量算定方法検討会「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果 第２部」、平成12年9月による

　　３．地球温暖化係数は、下記とする
CO2 1
CH4 21
N2O 310

2
3
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（10）船舶・石炭（1.3.d） CO2, CH4, N2O

　船舶での石炭の使用に伴う CO2，CH4, N2O の排出量は、これまでのインベントリでは、“NO”

として報告していた。

　日本内航海運組合総連合会、船舶会社に確認したところ、石炭を燃料とする船舶はほとん

どない状況であるため、“NO”として報告する。

（11）船舶・残渣油（1.3.d） CO2, CH4, N2O

　船舶での残渣油の使用に伴う CO2，CH4, N2O の排出量は、これまでのインベントリでは、

“NO”として報告していた。

　日本内航海運組合総連合会、石油精製メーカに確認したところ、残渣油のみを燃料とする

船舶はなく、船舶用燃料を製造するにあたって原料の一部として残渣油を使用している状況

である、Ａ～Ｃ重油の区分での排出量に含まれているとみなせるため、“IE”として報告す

る。

（12）国際バンカー油　船舶・残渣油 CO2, CH4, N2O

　国際バンカー油・船舶での残渣油の使用に伴う CO2，CH4, N2O の排出量は、これまでのイ

ンベントリでは、“NO”として報告していた。

　(社)日本船主協会、石油精製メーカに確認したところ、残渣油のみを燃料とする船舶はな

く、船舶用燃料を製造するにあたって原料の一部として残渣油を使用している状況であるた

め、Ａ～Ｃ重油の区分での排出量に含まれているとみなせるため、“IE”として報告する。

（13）国際バンカー油　船舶・ガソリン，石炭，潤滑油 CO2, CH4, N2O

　国際バンカー油・船舶でのガソリン，石炭，潤滑油の使用に伴う CO2，CH4, N2O の排出量

は、これまでのインベントリでは、“NO”として報告していた。

　(社)日本船主協会、石油精製メーカに確認したところ、使用していないた“NO”として報

告する。
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６．検討結果

（１）検討結果

　○ 今回、以下の排出区分について IPCC ガイドラインおよびグッドプラクティスガイダンスに

従って新たに算定方法を決定した。

・ 航空機の飛行に伴う排出（1.3.a）N2O

　　　　（航空機からの N2O の排出量については、従来の算定方法（燃料消費量×排出係数）を改

め、グッドフラクティスガイダンスに従い、離発着時と巡航時に区分して算定する方法に変

更した。また、航空機からの N2O の排出係数を、1996 年改訂 IPCC ガイドラインのデフォル

ト値を用いて設定した。）

　○ 今回、以下の排出区分について IPCC ガイドラインおよびグッドプラクティスガイダンスに

従って算定方法を見直した。

・ 航空機の飛行に伴う排出（1.3.a）CH4

　　　　（航空機からの CH4の排出量については、従来の算定方法（燃料消費量×排出係数）を改

め、グッドフラクティスガイダンスに従い、離発着時と巡航時に区分して算定する方法に変

更した。また、航空機からの CH4の排出係数を、1996 年改訂 IPCC ガイドラインのデフォル

ト値を用いて設定した。）

　○  今回、我が国独自の手法を用いている以下の排出区分について排出係数を見直した。

・ 自動車の走行に伴う排出（1.3.b）CH4

　○ 今まで必ずしも充分な検討を経ずに“NO”、“NE”、“NA”等の記号が記入されてきた排出

源について精査し、下記について改定した。

・航空機からの N2O について算定方法を定めた。

・天然ガス自動車からの CH4,N2O について“NE”に改定した。

・鉄道（蒸気機関車）からの CH4,N2O、及び、航空機(航空ガソリン)からの CH4,N2O について

排出量が二酸化炭素換算で千トン未満であることを確認し、“０（ゼロ）”に改定した。
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表１- 11　NO，NE，NA 等の見直し結果

Category 従来 今回報告案

Source / Sink CO2 CH4 N2O CO2 CH4 N2O

1 Energy

3 運輸部門

a 航空機

航空ガソリン
　Aviation Gasoline

NO NO NO IE 0 0

ジェット燃料
　Jet Kerosene

○ ○ NE ○ ○ ○

b 自動車

ガソリン
　Gasoline

○ ○ ○ ○ ○ ○

軽油
　Diesel Oil

○ ○ ○ ○ ○ ○

天然ガス
　Natural Gas

NO NO NO IE NE NE

エタノール
　Biomass

NO NO NO NO NO NO

その他の燃料
　Other Fuels（LPG）

○ ○ ○ ○ ○ ○

c 鉄道

蒸気機関車
　Solid Fuels

NO NO NO IE 0 0

ディーゼル機関車
　Liquid Fuels

○ ○ ○ ○ ○ ○

その他
　Other Fuels

○ ○ ○ ○ ○ ○

d 船舶

石炭
　Coal

NO NO NO NO NO NO

残渣油
　Residual Oil

NO NO NO IE IE IE

軽油
　Gas/Diesel Oil

○ ○ ○ ○ ○ ○

その他の燃料
　Other Fuels

○ ○ ○ ○ ○ ○

Ａ重油
Heavy Oil A

○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ重油
Heavy Oil B

○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｃ重油
Heavy Oil C

○ ○ ○ ○ ○ ○

e その他

液体燃料
　Liquid Fuels

NO NO NO NO NO NO

固体燃料
　Solid Fuels

NO NO NO NO NO NO

気体燃料
　Gaseous Fuels

NO NO NO NO NO NO
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（続）

Category 従来 今回報告案

Source / Sink CO2 CH4 N2O CO2 CH4 N2O

1 参考　国際バンカー油（注）

船舶

ガソリン機関
　Gasoline

NO NO NO NO NO NO

ディーゼル機関
　Gas/Diesel Oil

○ ○ ○ ○ ○ ○

残渣油
　Residual Fuel Oil

NO NO NO IE IE IE

潤滑油
　Lubricants

NO NO NO NO NO NO

石炭
　Coal

NO NO NO NO NO NO

その他の燃料
　Other (Kerosen)

○ ○ ○ ○ ○ ○

航空機

ジェット燃料
　Jet Kerosene

○ ○ NE ○ ○ ○

ガソリン
　Gasoline

NO NO NO NO NO NO

凡例　　○印：計上しているGHGs
　　　　「NE,NO,IE or NA」：計上すべき排出源or何らかのコメントが必要な排出源

IE （Included Elsewhere）＝本欄以外のいずれかに算入済み
NE （Not Estimated） ＝見積もられず
NA （Not Applicable） ＝該当せず
NO （Not occurring） ＝発生せず

：従来→今回報告案で変更のあった排出源

注）国際バンカー油は、わが国の総排出量には含めない。
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（２）平成 12 年度の排出係数及び平成 11 年度以前の排出係数で変更があったもの

　①平成 12 年度の排出係数

　運輸部門における平成 12 年度のメタンおよび一酸化二窒素の排出係数は以下の通りである。

表１- 12　CH4の排出係数

排出源 平成 12 年度の排出係数 備考

航空機

（1.3.a）
ジェット燃料

LTO サイクル　0.3 kg CH4／LTO

------------

巡航時　　　0 kg N2O／ｷﾛﾘｯﾄﾙ

新規に設定

自動車 ガソリン／軽乗用 0.011 ｇ CH4／ｋｍ
過去の排出係数

について変更

（1.3.ｂ）
ガソリン・ＬＰＧ／乗用 0.011 ｇ CH4／ｋｍ 　〃

ガソリン／軽貨物 0.011 ｇ CH4／ｋｍ 　〃

ガソリン／小型貨物 0.035 ｇ CH4／ｋｍ
平成１１年度と

同じ

ガソリン／普通貨物 0.035 ｇ CH4／ｋｍ 　〃

ガソリン／バス 0.035 ｇ CH4／ｋｍ 　〃

ガソリン／特種用途 0.035 ｇ CH4／ｋｍ 　〃

ディーゼル／乗用 0.0020 ｇ CH4／ｋｍ
過去の排出係数

について変更

ディーゼル／小型貨物 0.0081 ｇ CH4／ｋｍ 　〃

ディーゼル／普通貨物 0.015 ｇ CH4／ｋｍ 　〃

ディーゼル／バス 0.017 ｇ CH4／ｋｍ 　〃

ディーゼル／特種用途 0.013 ｇ CH4／ｋｍ 　〃

鉄道

(内燃機関)

（1.3.ｃ）

軽油 0.15 kg CH4／キロリットル
平成１１年度と

同じ

船舶 軽油 0.26 kg CH4／キロリットル 　〃

（1.3.ｄ）
Ａ重油 0.26 kg CH4／キロリットル 　〃

Ｂ重油 0.27 kg CH4／キロリットル 　〃

Ｃ重油 0.27 kg CH4／キロリットル 　〃
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表１- 13　Ｎ2Ｏの排出係数

排出源 平成 12 年度の排出係数 備考

航空機

（1.3.a）
ジェット燃料

LTO サイクル　　0.1 kg N2O／LTO

------------

巡航時　　0.078 kg N2O／ｷﾛﾘｯﾄﾙ

新規に設定

自動車 ガソリン／軽乗用 0.022 ｇ N2O／ｋｍ

平均燃費をも

とに平成 12 年

度の値を設定

（1.3.ｂ）
ガソリン・ＬＰＧ／乗用 0.030 ｇ N2O／ｋｍ 　〃

ガソリン／軽貨物 0.023 ｇ N2O／ｋｍ 　〃

ガソリン／小型貨物 0.027 ｇ N2O／ｋｍ 　〃

ガソリン／普通貨物 0.039 ｇ N2O／ｋｍ 　〃

ガソリン／バス 0.044 ｇ N2O／ｋｍ 　〃

ガソリン／特種用途 0.038 ｇ N2O／ｋｍ 　〃

ディーゼル／乗用 0.007 ｇ N2O／ｋｍ
平成１１年度

と同じ

ディーゼル／小型貨物 0.025 ｇ N2O／ｋｍ 　〃

ディーゼル／普通貨物 0.025 ｇ N2O／ｋｍ 　〃

ディーゼル／バス 0.025 ｇ N2O／ｋｍ 　〃

ディーゼル／特種用途 0.025 ｇ N2O／ｋｍ 　〃

鉄道

(内燃機関)

（1.3.ｃ）

軽油 1.1 kg N2O／キロリットル 　〃

船舶 軽油 0.073 kg N2O／キロリットル 　〃

（1.3.ｄ）
Ａ重油 0.074 kg N2O／キロリットル 　〃

Ｂ重油 0.076 kg N2O／キロリットル 　〃

Ｃ重油 0.078 kg N2O／キロリットル 　〃

　注）ガソリン車の N2O の平成 12 年度の排出係数は、最新の統計数値（平均燃費）が公表された

段階で一部変更される可能性がある。



②平成 11 年度以前の排出係数で変更があったもの

表１- 14　自動車の排出係数

（単位：ｇ／km） 平成2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

年度

自動車 ＣＨ4 ガソリン車 軽乗用 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

（1.3.ｂ） 乗用 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

軽貨物 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

ディーゼル車 乗用 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020

小型貨物 0.0088 0.0090 0.0091 0.0092 0.0092 0.0091 0.0089 0.0087 0.0084 0.0082 0.0081

普通貨物 0.017 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.015 0.015

バス 0.019 0.019 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.017 0.017

特種用途 0.017 0.017 0.016 0.016 0.015 0.015 0.015 0.014 0.014 0.013 0.013

Ｎ2Ｏ ガソリン車 軽乗用 0.019 0.019 0.020 0.020 0.021 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.022

乗用 0.027 0.027 0.028 0.028 0.029 0.029 0.030 0.029 0.029 0.030 0.030

軽貨物 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023

小型貨物 0.027 0.027 0.028 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.027 0.027 0.027

普通貨物 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.041 0.042 0.040 0.039 0.039 0.039

バス 0.045 0.043 0.044 0.044 0.049 0.046 0.049 0.047 0.047 0.044 0.044

特種用途 0.039 0.040 0.040 0.040 0.040 0.042 0.041 0.040 0.038 0.038 0.038

注）１．ガソリン車の N2O の排出係数のうち、平成 11 年度の排出係数に関して、統計実績（平均燃費）が得られたため排出係数を一部変更

した数値（乗用、バス）がある。従前は、直近の実績を代用していた。

　　２．同様に、平成 12 年度のガソリン車の N2O の排出係数についても、統計実績（平均燃費）が得られた段階で排出係数を一部変更する

可能性がある。
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